
子ども農山漁村交流プロジェクト
総務省の施策・支援について

総務省
自治行政局 人材力活性化・連携交流室



○ 農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子供の成長を支えるとともに、
受入れ地域の活性化や交流による地域間の相互理解の深化に寄与。

○ 子供の農山漁村体験交流の取組の拡大、定着を図るため、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して行う実施体制の構築を支援する
モデル事業を実施。また、継続的な実施体制の構築を目指す地方公共団体による「子供の農山漁村体験交流計画」策定を支援するモデル事
業を実施。

○ ＧＩＧＡスクール・自治体ＤＸによる情報通信環境整備の進展等を踏まえ、対面での交流効果をより高めるためのオンライン交流を支援。
○ 課題解消に向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報を提供するとともに、関係者間のネットワークを形成するため、総務省、

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、文部科学省、農林水産省、環境省の主催によるセミナーを開催。

都市・農山漁村の地域連携による子供農山漁村交流推進事業

小学校
中学校
高等学校

農山
漁村

・農林漁業体験・宿泊体験活動

送り側･受入側が連携して取り組む実施体制の構築

社会教育活動学校教育活動

送り側 受入側

・コーディネートに要する経費
・宿泊費用、体験料等の施設使用料
・バスや備品等の借上げ料
・補助員等への謝金
・子供、教員、補助員等に係る保険料
・オンライン交流に要する経費
（調整費、運営費、謝金、特産品の交換）

等

・コーディネートに要する経費
・宿泊費用、体験料等の施設使用料
・バスや備品等の借上げ料
・指導員、NPOスタッフへの謝金
・子供、教員、補助員等、指導者、NPOス
タッフに係る保険料
・オンライン交流に要する経費
・受入体制の整備に係る経費

等

【モデル事業対象経費の例】

■子供農山漁村交流支援事業
送り側・受入側双方が連携して宿泊体験活動の実施体制の構築に取り組
む地方公共団体をモデルとして実証調査を行い、その事例やノウハウを
横展開することにより、子供の農山漁村交流を推進。

◆コーディネート機能の活用
◆地域の学生の動員等の支援体制の整備
◆課題解決に向けた研究と実践

・外部有識者等の旅費・謝金 ・研修・会議に要する経費 ・関係団体との調整
に要する経費 ・外部研修受講に係る受講料、旅費 ・印刷製本費 等

【モデル事業対象経費の例】

■体験交流計画策定支援事業
長期間継続できる体制を構築するため、効果的な取組内容や、取組にか
かる課題解決について研究・検討を行い、この活動に取り組む地方公共
団体のモデルとなる「子供の農山漁村体験交流計画」策定を推進。

■子ども農山漁村交流プロジェクトセミナーの開催
子供の農山漁村体験の取組を拡大、推進するため、先進事例や課題解消に
向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報を提供するとともに、
関係者間のネットワークを形成するためセミナーを全国各地で開催。

◆GIGAスクールの基盤を活かし
たオンライン交流の実施
◆対面での交流効果向上を実現

オンライン交流

R５概算要求額：１８百万円
（ R４予算額：１８百万円）



１ 対象事業
子ども農山漁村交流プロジェクトについて、道府県・市町村は、地方財政措置（特別交付税措置）を受けることができます。
次の要件を満たす「子どもの農山漁村交流プロジェクト」※１が対象です。

※１ 「子供の農山漁村体験（通称「子どもの農山漁村交流プロジェクト」における特別交付税措置等について（平成31年3月27日付け総行人第14号各都道府県担当部長あて総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室長通知）」に基づき実施した事業

※２ 地方公共団体が主体となって実施したものに限る

住民との
ふれあい

住民生活、
農林漁業の
営みを体験

集団宿泊活動

（学校教育活動・社
会教育活動の一環）

○１泊２日以上の宿泊体験活動が対象

○宿泊は民泊以外も対象
公的宿泊施設・民宿等も対象

○同一市町村内の交流事業も対象
送り（学校）側・受入れ（農山漁村）側が同一市町村も対象

住民生活、農林漁業等の営みの体験の例
・ 農林漁業作業体験
・ 収穫物等を使っての地元料理づくり
・ 伝統芸能体験（子ども歌舞伎・地域のお祭り・神楽など）
・ 地域の高齢者に学ぶ民芸工作（わらじ・しめ縄など）

ポイント

子ども農山漁村交流プロジェクトの地方財政措置



２ 対象経費

送り側地方公共団体及び受入側地方公共団体が負担する次の経費について、特別交付税の対象となります。
（市町村の負担に対して道府県が補助金等を交付した場合も対象となります。）

３ 仕組み
体験活動に要した経費の一定割合（１／２）が対象

財政
担当課

道府県・総務省

小学校
中学校

協議会等

活動経費
を報告

市町村
道府県

体験活動の
企画・実施

活
動
経
費

の
報
告

活動経費の一定割合が
特別交付税により措置

活
動
経
費
の

報
告
を
集
計

教育
委員会

担当
部局

○送り側・受入れ側双方の負担経費が対象
○対象経費の上限なし
（ただし、コーディネーターの配置に要する経費は1協議会当たり200万円を上限）

子供農山漁村交流プロジェクトの地方財政措置

ポイント



大樹町吉岡町

3

「地域おこし協力隊」による本取組のコーディネートとプログラム開発

【本取組の実施概要】
□日程：平成28年８月19日(金)～８月23日(火)(４泊５日）
□参加者：吉岡町の児童（小学５年生・参加人数30名・公募（小学校を通じた募集））
□大樹町での宿泊：公的宿泊施設（１軒・貸切・４泊）
□交流：体験先での農業従事者、体験指導者、本町の小学校の児童
□体験：メガファームでの子牛への哺乳や牛舎の清掃等、生花沼でのカヌー、宇宙交流センター等の見学

開会式 農業見学（酪農レクチャー） 宇宙開発の説明・体験 大樹小学校の児童との交流

小学校（２校）の児童

【受入側のコーディネーター】

大樹町地域おこし協力隊

大樹小学校 宿泊・体験

参加費の財政支援
（保護者負担の軽減）

補助員の引率・随行
（教職員の負担軽減）

地域
おこし
協力隊
ＯＧ

町広報誌での取組の掲載

（全世帯配付）

補助指導員等の配置

（送りの負担軽減）

共同開発

共同による体験プログラ
ムの開発

手配・調整の一元化
手配・調整

大樹町教育委員会社会教育課吉岡町教育委員会

連携先：学校教育室

連絡調整

町内での取組成果の周知

□広報誌への掲載（全世帯配付）

□行事での発表・感想文集の配付等

担当：生涯学習室

送り側：群馬県吉岡町

小学校への働き掛け
（募集の工夫）

地域おこし協力隊の活用

送り側：北海道大樹町

交流



【本取組の実施概要】
□日程：平成31年１月８日～11日（３泊４日）
□参加者：北中城中学校１～２年生・参加人数12名（公募（対象：北中城中学校１～２年生の中から選抜））
□宿泊：集団宿泊施設（３泊）
□交流：葛巻町立中学校（３校）の生徒、町役場（町長、職員）、第三セクターの各施設従事者
□体験：町の基幹産業を支える第三セクターの視察と従事者による講話（基幹産業学習）、スキー体験等

葛巻町北中城村

4

「両町村の中学生」を対象にした地域社会参加活動リーダーの養成

送り側：沖縄県北中城村

葛巻中学校訪問
(歓迎レセプション）

リーダー交流会葛巻町の基幹産業学習
(ワイン工場見学）

スキー教室

北中城中学校１～２年生（公募） 町立中学校（３校）
第3セクター

宿泊・体験・見学等

【受入側のコーディネーター】

葛巻町教育委員会
生涯学習推進室

関係
部署

【送り側のコーディネーター】

北中城村教育委員会
教育総務課

連絡調整

北中城村地域おこし協力隊 葛巻町地域おこし協力隊役割分担

協力 協力

交流・体験プログラムを開発

交流

調整

募集 調整・手配

交流・体験プログラムを開発

受益者負担と財政支援のバラ
ンスに考慮

事前学習・事後学習の開催

教育委員会と学校との連携体
制

相互の歴史・文化・産業等の
理解の機会づくり

自主性等の向上の機会づくり

郷土の魅力の再発見・
再認識の機会づくり

受入側：岩手県葛巻町



木古内町江戸川区

5

「学校教育による取組」から「社会教育への取組」への移行

送り側：東京都江戸川区

【本取組の実施概要】
□日程・教育種別：平成29年7月31月～8月3日（3泊4日）・学校教育
□参加者：江戸川区立下小岩第二小学校5年生（参加人数37名)
□宿泊：集団宿泊（寺院１軒）、分泊（ホームステイ13軒）
□交流：民泊先での受入家庭との交流
□体験：漁業体験(ほたて養殖・漁船乗船)、農業体験(搾乳・家畜世話)等

1日目：開講式 2日目：漁業体験 2日目：民泊体験 3日目：搾乳・家畜体験

木古内まちづくり
体験観光推進協議会

【受入側のコーディネーター】
木古内町観光協会

手配

江戸川区教育委員会
指導室

【送り側のコーディネーター】
指導主事 3名

下小岩第二小学校

交流

受入先：寺院、民泊、体験、交流

事業報告会の開催

（木古内町の受入関係者の招待）

調整・協力

体験活動内容の充実

(木古内町協議会との連携)

受入家庭の募集

受入人材の育成

(青年部・地域おこし協力隊の活用)

住民等への本取組の周知
(マスメディアの活用等)

受入側の窓口の設置
木古内町 産業経済課

連絡調整指導主事3名による役割分担

（教員の負担軽減）

受入側：北海道木古内町



飯山市国分寺市

6

「友好都市協定締結」をきっかけにした子ども達による相互交流

送り側：東京都国分寺市

【本取組の実施概要】
□日程：平成30年10月13日（土）～１４日（日）（1泊２日）
□国分寺市の参加者:児童54名(公募：わんぱく学校生、市報等）
※引率者16名（事務局(教育長､社会教育課)､補助員(市青少年委員及び東京学芸大学学生)）

□飯山市の参加者：児童20名（公募：市報、市のウェブサイト等）
□宿泊：農家民宿（３軒）
□住民との交流：農家民宿の受入家庭、両市の児童（小学１～6年生）
□体験：リンゴ狩り、きのこ狩り、稲刈り、MY箸作り、郷土料理作り、星空観察、リンゴジャム作り

リンゴの収穫体験 稲刈り体験
（手刈り（昔のやり方））

郷土料理の笹寿司作り
（農家民宿の家庭との交流）

２日目の集合写真

【受入側のコーディネーター】
戸狩観光協会

飯山市経済部商工観光課

飯山市の子供
（小学１年～６年）

調整

農家民宿、体験等
国分寺市わんぱく学校生

（小学４～６年）

国分寺市教育委員会

教育部社会教育課

募集・調整

連絡調整

連絡調整

交流

参加費の設定（取組継続の
ための配慮）

事前勉強会の開催（参加者の
飯山市の理解や学びの深化）

大学生等による
補助員の参加・同行

広報を通じた市民の認知度の向上
（取組継続には民の理解が必要）

両市の児童間交流・異世代交流（市内

の農家民宿の受入家庭等）の実施

手配・調整 募集

定員確保の工夫（既存の集団
宿泊活動の参加者から募集）

受入側の窓口の設置
(観光協会の活用)

住民等への本取組の周知
(マスメディアの活用等)

受入側：長野県飯山市



杉並区 飯豊町

7

子どもの農山漁村体験をきっかけにした「官民連携」による地域間連携

送り側：東京都杉並区

【本取組の実施概要】
□日程：１回目 平成28年８月17日～19日（２泊３日）、２回目 平成28年11月19日～20日（１泊２日）
□参加者：杉並区立杉並第四小学校（４～６年生・１回目16名、２回目34名）
□募集方法：公募（小学校から保護者宛てに「都市・農村交流体験学習」のお知らせを配布）
□宿泊：1回目：農家民宿（１泊）、公的宿泊施設（１泊）、2回目：公的宿泊施設
□住民との交流：農家民宿での宿泊交流、体験指導時の交流
□体験：野菜の植え付け、トラクター試乗、木工クラフト、川遊び、ヤマメのつかみ取り

農業体験
（播種、定植作業）

田畑の見学
農業体験
（収穫作業）

農家民宿体験
（マタギのお家）

杉並第四小学校

高円寺純情商店
街飯豊町アンテナ

ショップ

杉並区教育委員会事務局
学校支援課

【送り側のコーディネーター】
杉並第四小学校･高円寺中学校

学び支援本部

報告

協力募集

飯豊町商工観光課

【受入側のコーディネーター】
飯豊町観光協会

調整

中津川
農家民宿組合

ＪＡ
おきたま
青年部

手配・調整
調整

連絡調整

連絡調整
受入側の窓口の設置
(観光協会の活用)

交流
学校での稲作体験授
業の実践

杉並区内の商店街と飯豊町による連携 「域学連携」による大学生の協力

受入体制と体験プラ
ンの検証

きっかけは「飯豊町の
農協による稲作体験授
業」の実施

民間主導による展開

飯豊町との実施計画の
検討・検証

受入側：山形県飯豊町



8

子供の農山漁村体験受入先リスト

受入先リストは、
総務省HP（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kodomo.html）に掲載

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kodomo.html


２．令和元年度における「子供農山漁村体験交流」の受入実績

①学校教育による受入校数
②社会教育に
よる受入件数 ③自治体連携による交流先

小学校 ２校 中学校 １校
高等
学校

３校 4件 東京都江戸川区（友好都市）

※③：２つの自治体間で「子供農山漁村体験交流に取り組むこと」を合意し、「送り手側と受入側の役割」を分担して実施した取組

北海道木古内町

３．本地域で提供できる体験・交流メニューの紹介

メニュー１：地引網体験

体験の分類 漁業 ・ 交流 ・ 職業観・勤労

実施概要
漁業者の網入れを見学し、網を引く体験を行います。また、漁業者が捕れた

魚の説明を行います。

対象学年 小学生低学年 ・ 小学生高学年 ・ 中学生 ・ 高校生

実施環境 屋外（ 雨天中止 ） 時期 ６月～９月

所要時間 １２０分 最大受入可能人数（人） ８０人

最低価格 3,000円（税込）/1名

１．本地域の紹介

本地域の環境 農村、山村、漁村 「子供の農山漁村体験交流計画」の有無 無

アクセス

□車の場合：北海道函館市～木古内町６０分

□電車の場合：ＪＲ東京駅（北海道新幹線）～ＪＲ木古内駅４時間

□飛行機の場合：羽田空港～函館空港1時間20分、函館空港～函館駅バスで25分、ＪＲ函館駅～木古内駅1時

間

本地域の概況

□北海道南部に位置し、津軽海峡と山々に囲まれた町です。
□人口約3,900人（令和２年12月末現在）
□基幹産業は農業・漁業ですが、担い手が不足しています。
□雇用機会が不足し、若い世代のＵターン率は低い状態です。
□北海道新幹線木古内駅開業や道の駅開業により、周辺町への広域観光の拠点となっています。
□子供を対象にした自然体験の受入を実施しています。

メニュー２：お寺宿泊体験

体験の分類 交流 ・ 文化・芸術 ・ 職業観・勤労

実施概要
お寺の本堂に宿泊する体験を行います。住職からの説法や座禅体験も行う

ことができます。

対象学年 小学生低学年 ・ 小学生高学年 ・ 中学生 ・ 高校生

実施環境 屋外（雨天中止） 時期 ６月～９月

所要時間 1泊 最大受入可能人数（人） ８０人

最低価格 5,000（税込）/1名

（３）手配できる交流先の候補

受入時のスタッフ 可 ホームステイ先 可 地域内の小学校 要相談 地域内の中学校 不可

地域内の高等学校 不可 その他

（２）受入可能な期間

日帰り 可 1泊2日 可 2泊3日 可 3泊4日 可 ４泊５日以上 可

４．本地域における「子供農山漁村体験交流」の受入体制

（１）受入対象

教育種別 学校教育 ・ 社会教育 学年別 小学生低学年 ・ 小学生高学年 ・ 中学生 ・ 高校生

（４）１回当たりの宿泊定員（人）

ホームステイ（受入家庭先への分

泊）
本地域のみで受け入れる場合 80人

集団宿泊 民間宿泊施設（ホテル・旅館・民宿等）80人

キャンプ場・コテージ等 0人

５．本地域での「子供農山漁村体験交流」に係るお問い合わせ先

子供農山漁

村体験交流

の受入窓口

木古内まちづくり体験観光推進協議会（事務局：木古内町観光協会） 部署名

団体構成
木古内町、木古内町観光協会、木古内商工会、上磯郡漁業協同組合、新はこだて農業協同組合、

各受入家庭（民泊、寺院含む） など

ＴＥＬ 01392-6-7357 Ｅ－ＭＡＩＬ Kikonai-kankou@kikonai-kankou.net

住所 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町525番地 道南いさりび鉄道待合室内

ＵＲＬ http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/tourism

自治体の

担当部署

部署名 産業経済課 Ｅ－ＭＡＩＬ info@town.kikonai.hokkaido.jp

TEL 01392-2-3131 URL http://www.town.kikonai.hokkaido.jp

（５）安全面と事前交流・事後交流の対応

①「地域内での緊急連絡体制（医療機関、消防署、警察、行政等）」の整備 整備済

②「本地域・近隣地域にある24時間診療可能な医療機関との連携体制」の整備 整備済

③「受入関係者向けの安全管理基準（ガイドライン、マニュアル等）」の策定 整備済

④「感染症拡大予防ガイドライン・マニュアル等」の策定 未整備

⑤「アレルギー・障がい等を抱える子供への配慮」の対応 可

⑥受入窓口による「体験・交流中の傷病・事故・災害等発生時の連絡･調整」の対応 可

⑦「対面・オンラインによる地域人材との事前・事後交流、講義等」の実施 要相談

その他の交流・体験のメニューの紹介

屋外で実施するメニュー
ウニ殻割り体験、パークゴルフ体験、農産物収穫体験、ジンギスカン（ＢＢＱ）体験

トロッコ乗車体験、カキ養殖体験

屋内で実施するメニュー 民泊体験（お寺、一般住宅）、貝アート体験

屋内・屋外で双方で実施できるメ

ニュー

体験・交流メニューの紹介サイトの

URL

http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/tourism/activity/taikenkank

o

モデルプランの紹介サイトのURL

メニュー３：搾乳体験

体験の分類 農業 ・ 交流 ・ 職業観・勤労

実施概要
木古内地区の農場で牛の搾乳体験を行います。子牛がいる時期には、哺乳

瓶でミルクをあげる体験も行うことができます。

対象学年 小学生低学年 ・ 小学生高学年 ・ 中学生 ・ 高校生

実施環境 屋外（雨天中止） 時期 ６月～９月

所要時間 60分 最大受入可能人数（人） 60人

最低価格 2,000円（税込）/1名

子どもの農山漁村体験受入先リスト掲載例

mailto:Kikonai-kankou@kikonai-kankou.net
http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/tourism
mailto:info@town.kikonai.hokkaido.jp
http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/
http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/tourism/activity/taikenkanko
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